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平成26年 教育委員会第16回定例会秘密会 会議録 

 

  日 時  平成26年９月９日（火）        午後３時44分～午後４時17分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 協議 

    【子ども総務課】 

    （１）平成27年度 子ども・教育部予算編成方針（案） 

 

 出席委員（４名） 

 教育委員長  近藤 明義 

 教育委員長職務代理者  中川 典子 

 教育委員  古川 紀子 

 教育長  島崎 友四郎 

 

 出席職員（８名） 

 次世代育成担当部長  大矢 栄一 

 子ども総務課長  村木 久人 

 副参事（特命担当）  大井 良彦 

 子ども支援課長  北村 雅克 

 子育て対策担当課長  加藤 伸昭 

 児童・家庭支援センター所長  恩田 浩行 

 学務課長  伊藤  司 

 指導課長  佐藤 興二 

 

 欠席委員（０名） 

 

 欠席職員（３名） 

 子ども・教育部長  高橋 誠一郎 

 参事（子ども健康担当）  田中 敦子 

 子ども施設課長  辰島  健 

 

 書記（２名） 

 総務係長  久保 俊一 

 総務係員  田口 有美子 

 

近藤委員長  ただいまから平成26年千代田区教育委員会第16回定例会秘密会を開会した

いと思います。 
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◎日程第１ 協議 

     子ども総務課 

     （１）平成27年度 子ども・教育部予算編成方針（案） 

 

近藤委員長  それでは、子ども総務課長より報告を願います。 

子ども総務課長  まず最初に、本件につきましては、政策形成過程として非公開との決定を

いただいておりますが、政策経営部で、千代田区全体の予算編成方針公表後

に会議録を公開する手続をとりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、資料のご説明に入りたいと思います。 

 Ａ３判の横のものを１枚ご用意しておりますので、こちらをご覧いただき

たいと思います。 

 毎年予算編成をするに当たりまして、各部でその予算編成方針を定めま

す。これが、本年度の子ども・教育部の予算編成方針ということで出させて

いただいているものでございます。 

 こちらの内容につきましては、委員の皆様に、これまでにご意見をお伺い

いたしまして、その内容をもとに事務局でまとめさせていただきました。 

 まず最初に、一番左側の列、番号がついているところの横をご覧くださ

い。策定中の改定基本計画における「施策の目標」とございます。現在、千

代田区におきまして、千代田区の最も基本的な計画となります、この千代田

区の基本計画の改定作業が進んでおります。予算編成もこの計画に沿った形

で行われるわけですが、この計画におきます子ども・教育部の施策の目標と

して、ここの列に掲げられているものを挙げてございますので、来年度の予

算編成は、こちらの目標に従って、予算編成の取り組みを考えていくという

ことになります。 

 こちら、挙げているものが５つございます。まず、保護者の多様なライフ

スタイルに応えた子育てができる環境を整えます。次、５番のところにあり

ますが、安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づくりを

進めます。それから、８番のところにございますが、他者を思いやり、人と

の関係をよりよく築く力を共に育む教育を進めます。裏面に行きまして、14

番のところ、グローバル社会に活躍する資質・能力を育て、主体的・協働

的・創造的に生きる力を身に付ける質の高い教育を進めます。それから、20

番のところ、児童・生徒が安全にのびのびと成長できる環境を整えます。以

上の５つを、子ども・教育部といたしまして、基本計画の中における施策の

目標として掲げているところでございます。 

 こちら、案でございますので、今後この基本計画の策定の中で変更するこ

とはございます。 

 では、最初に戻りまして、まず１番目のところです。「保護者の多様なラ

イフスタイルに応じた子育てができる環境を整えます」ということで、こち
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らの中で、平成27年度の取り組みといたしましては、「子どもを育む環境の

整備」ということでございます。 

 具体の内容といたしましては、引き続き、保育園、それから学童クラブに

おける待機児ゼロの継続。 

 それから、３番のところ、「○新」とございますが、こちら、新しいもので

ございます。新しいと言いましても、従来からの取り組みを整理したという

形ではございますが、区立保育園と同等の保育サービスが、民間のどの施設

でも提供できるように支援しますということで、現在、保育施設といたしま

しては、区立の保育園のほか、民間の認可保育園、それから認証保育所等、

さまざまなものがございますが、そういったところで、どこに通っているお

子さんでも同等のサービスが受けられるように配慮していくという、そうい

ったことを具体の取り組みとして挙げているところでございます。 

 最後に、麹町保育園の園舎整備については、引き続き進めてまいります。 

 次に、５番のところにございますが、「安心して子育てができ、子どもた

ちがすくすくと育つ地域づくりを進めます」ということで、こちらの平成27

年度の取り組み内容といたしましては、「子育てに関する相談体制の充実と

親育ちの支援」ということでございます。 

 こちらの具体の取り組み内容といたしましては、スクールカウンセラーや

発達支援アドバイザー等の派遣、それから、親と子の絆プログラムの充実、

それから、虐待の防止・予防に向けた対応、こういったことを挙げてござい

ます。 

 次に、８番のところにございますが、「他者を思いやり、人との関係をよ

りよく築く力を共に育む教育を進めます」ということで、こちらの平成27年

度の取り組みといたしましては、「思いやりの心を育む心の教育と子どもの

成長の連続性を重視した連携教育の推進」ということでございます。 

 こちらの具体の内容といたしましては、一番上にございますが、学校等に

おける道徳の授業や専門家によるプログラム、それから、自然体験・社会体

験等の豊かな体験活動など、教育活動全体での取り組みを充実させ、思いや

りの心を育む心の教育を推進していくということを具体の目標の第一として

掲げてございます。 

 それから、次に、「千代田区いじめ防止等のための基本方針」に従って、

いじめ問題等への撲滅に向けての対応を引き続き行っていく予定でございま

す。 

 それから、その下、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育を充

実するとともに、小学校教育への円滑な接続をめざし、就学前プログラムを

活用した教育の推進、こちらを挙げているところでございます。 

 それから、この取り組みの最後のところでございますが、子どもたちの健

康な生活習慣の形成・定着、それから、子どもの健康教育の推進、そういっ

たことが具体の取り組み内容として挙げているところでございます。 

 次に、同じ施策の目標のもう一つの平成27年度の取り組みでございます
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が、こちらは、「特別な支援が必要な子ども等への個に応じた指導の充実」

ということで、発達障害等、特別な支援が必要なお子様につきましては、引

き続き支援を充実させていくとともに、お互いにそれぞれの個性を認め合う

共生社会の実現のための意識の醸成を図っていきたいと考えているところで

ございます。 

 それから、このページの一番下のところ、13番のところも「○新」とござい

ますが、こちらも新しい取り組みでございます。こちら、特別な支援を要す

る児童・生徒が、在籍校で指導が受けられる「通級指導学級」が平成28年度

から区立の全ての学校に設置されます。そのための準備を、平成27年度の具

体の取り組みとして実施していきたいと考えております。 

 裏面に行きまして、４つ目の施策の目標として、14番のところにございま

す、「グローバル社会に活躍する資質・能力を育て、主体的・協働的・創造

的に生きる力を見に付け質の高い教育を進めます」ということで、こちらの

平成27年度の取り組み内容といたしましては、「きめ細かな指導と、国際

化・情報化が進む社会に必要な能力の育成と創意工夫を凝らした特色ある教

育の推進」ということです。 

 こちらについての平成27年度の具体の取り組み内容といたしましては、こ

ちらに記載されているとおりでございますが、まず、学校（園）等における

ティーム保育、それから、習熟度別少人数指導等の多様な指導によりまし

て、一人ひとりの子どもの個性を伸ばし、確かな学力の定着を図る。 

 それから、学校（園）等における伝統文化の継承や体力向上、体験学習な

どにつきましても創意工夫を凝らした特色ある教育活動を推進していく。 

 それから、専門的な知識・技能を有する指導者を招きまして、専門性の高

い講座を実施していく。こちら、同時に部活動等への支援も充実させまし

て、児童・生徒の個性や創造力の伸長を図っていきます。 

 それから、国際的視野を広め、グローバル社会で活躍できる子どもの育成

を図るため、低年齢から外国人講師による英語に親しむ機会や児童・生徒が

英語を実践する機会の充実等、国際教育の推進を実施していくということで

ございます。 

 それから、18番、これも新しい取り組みでございます。区が独自に非常勤

講師等を配置することによりまして、教員等が子どもと向き合う時間を確保

するとともに、教員等の資質・能力を向上させる機会を充実させ、学校

（園）において質の高い学校教育を推進していくということでございます。 

 こちらにつきましては、平成27年度の予算編成方針につきまして、この委

員会でご議論いただきました際に、委員の皆様から出たご意見といたしまし

て、多様な子どもたちへの対応のための発展的な学習の拡充と、それについ

ての非常勤講師の加配等、つまり現在の状況におきます習熟度学習の効果に

ついて疑問があるので、これをもう少し、何とか予算上できないかというこ

と。あるいは、英語学習についての教諭への支援が必要ではないかというこ

と。それから、そのほか、学校の先生方への健康面ですとか、時間的なゆと



 - 5 - 

りがないなどの問題が指摘されていますので、学校の先生方へのそういった

面からの支援、フォローが必要なのではないか。あるいは、先生方のモチベ

ーションをもう少し高めていくような、例えば研修の充実ですとか、そうい

ったことができないかといったご指摘等がございました。 

 こういったご指摘を受けまして、区が独自に、ここにございますように、

非常勤講師等を配置することによりまして、教員の先生方が子どもと向き合

う時間を確保し、同時に、教員の方々の資質・能力を向上させる、そういっ

たことを図ることによって、こちらの委員のご指摘の点について、来年度の

予算の中で反映する形をとらせていただいております。 

 最後に、19番のＩＣＴ教育につきましては、先ほどご質問がございました

が、本年度ＩＣＴ環境を整備いたしましたので、引き続きこちらについて

は、今度は機器を活用いたしました教育を推進していきたいと考えておりま

す。 

 最後に、５番目の項目になりますが、「児童・生徒が安全にのびのびと成

長できる環境を整えます」ということで、こちらの平成27年度の取り組みと

いたしましては、２つでございます。１つは、「子どもが安全・安心に過ご

せる地域づくりの推進」もう一つは、「子どもを育む環境の整備」というこ

とでございます。 

 安全・安心に過ごせる地域づくりの推進といたしましては、平成25年度よ

り実施しております子どもの遊び場事業を引き続き実施していく。 

 それから、通学路の安全確保につきましても、引き続き同様に実施してま

いります。 

 それから、防災体制の定着と、子どもたちの危機管理能力の向上を図るよ

うにしていきたいと考えてございます。 

 最後に、子どもを育む環境の整備ですが、九段小学校、幼稚園、それから

お茶の水小学校、幼稚園、こちらについては、引き続き整備を進めていく予

定でございます。 

 長くなりましたが、ご説明につきましては以上です。 

近藤委員長  ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。ご質問等ございますか。 

 どうぞ。 

古 川 委 員  何点かあるんですが、まず１点目に、左端の番号でいきますと３番になり

ます。区立保育園と同等の保育サービスが、民間のどの施設でも提供できる

よう支援するとありまして、今ご説明いただいて、民間の、私立の認可保育

園、認証保育所ほかということでしたが、その中に、例えば地域型保育事業

など、規模の小さい保育の場も入っていますでしょうか。 

子育て対策担当課長  地域型保育事業も、区立園などと連携園という形で、地域型保育事業は０

～２歳児が対象なので、その後、３～５歳児の連携園というのをつくらなけ

ればいけない制度になっています。ですので、例えば今ですと、家庭的保育

事業、あいぽーとさんにやっていただいている事業は、東神田と飯田橋があ
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りますが、飯田橋がふじみこども園と連携を結んでおります。また、東神田

はいずみこども園と連携を結んでおります。例えば、健診やイベントなど

で、そちらのこども園を利用して、さまざまな連携を図っているところで

す。 

 そういった形で、区立の施設を使って、区立だけではなくて、さまざまな

ところを使って、千代田区の皆さん、お子様ということには変わりはないの

で、区立園と同等のサービスをできるだけ図っていきたいというところが今

回の趣旨でございます。 

古 川 委 員  わかりました。 

 そういう既存のこども園などの連携をしてという今お話でしたが、ほかの

民間の認可や認証の施設等とサービスを同じくするというのは、何かマニュ

アルをつくったりとか、あと、連絡会のようなものがあるのかとか、どうい

うふうにしてサービスを一定のものにしていかれるんでしょうか。 

子育て対策担当課長  そうですね、今、区内の保育施設の連絡会というのを年に２回行っており

ます。その中で、防災のマニュアルとか、区立園が今まで培ってつくってき

たものを、私立の認可保育園または認証保育園の方々にわかるような形で提

示をして、それについては理解を深めるといった形、連絡会をやっておりま

す。ただ、それについて、今後もそれだけではなくて、さまざまな区立園の

今まで培ってきたノウハウなど、できる限り私立の認可、認証などの保育園

についても支援をしていくと、保育の質を上げるための支援をしていくと、

そういったことを、研修などをこちらで実施をして、そちらの参加を促すと

いうような形を、来年度、もう少し、今までよりも少し深い形の事業を展開

していきたいと考えております。 

古 川 委 員  では、担当の課と私立園なりとの連絡、やりとりでということですね。 

子ども支援課長  現在、今、担当課長が言ったように、連絡会等をやって情報を共有してと

いう手もありますけど、日常的には、巡回指導という形で、元公立園の園長

経験者が、全部の私立園に回って、保育の中身のチェック等々をやっていま

す。保育士の質というところも結構問われておりまして、例えば保育の質っ

て何かといいますと、やっぱり保育士の先生の具体的に実地で学んだ経験と

いうのが、やはり公立園と私立園では、若干差があるとまで言うとあれです

けども、若干経験値に差が当然ある園もあります。例えば、私立園の場合だ

と、若い先生が多かったりという、そういったところのフォローをより一層

深めていきたいという考えは子ども支援課として持っています。ですので、

施設面での問題だけではなく、そういった保育士の教育の仕方等、そういっ

たレベルも、現時点でも巡回指導という形でレベルを上げていって、具体的

に指導しているんですが、より何か、先ほど担当課長から言ったように、研

修会等をもうちょっと受けやすくするとか、そういった取り組みを今後進め

ていきたい、そういう考えがこちらとしてはあるということになります。 

古 川 委 員  ありがとうございます。 

近藤委員長  そのほかはいかがでしょうか。 
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中 川 委 員  ちょっと今、考えていたりして、これでいいのかなとは思ったんですが、

この項目が、５つ分かれているんですけども、もちろんこれ、１つ１つすご

く大事なことで、細かく取り組みをしなければいけないんですが、やっぱり

教育委員会が何をまずしなければいけない、重要視しなきゃいけないかとい

うことを考えると、学校教育の根幹になるところをきちんと押さえるべきで

はないかなと思うんですが、どんな環境をつくるのかということで、やっぱ

りこの14番から19番というのがとても大事なことになってくるのではないか

と私は思うんですが、ここの項目立てで言うと、やっぱりこちらを初めに持

ってきたほうがいいんではないかなと感じるんですけど。 

近藤委員長  どうぞ。 

子ども総務課長  今、中川委員からご指摘ございましたように、確かに教育委員会というこ

とでございますと、やはり学校教育、こちらが中心となるべきものでござい

ますが、こちらの左側の項目は、これはあくまでも区の基本計画、こちらの

内容に沿った形で整理させていただいたものでございますので、区の基本計

画の項目立てをそのまま利用していますので、教育委員会オリジナルの、教

育委員会中心のものということではございませんので、そこのところはご理

解いただきたいなと思います。 

 教育委員会の方針といたしましては、また改めて、現在、「共育マスター

プラン」と呼んでいますけど、地方の教育振興計画、そういったものの中で

また示していくような形になると思いますので、これは区全体の基本計画の

中での位置づけということでご理解をお願いいたします。 

教 育 長  今年度、基本計画の改定の作業を行っていまして、平成27年度に各部が予

算編成をするに当たっての予算編成方針の枠組みについては、今、区が進め

ている基本計画の施策目標と整合性をとる形で各部が予算編成方針をつくる

という、一定の決まりのもとにこの作業を行っています。教育委員会だけで

考えれば、学校教育の部分は非常に重要だという認識はあって、そこに力を

入れていくわけですけれども、全庁的に、統一的に部の予算編成方針をつく

る今年度のルールの中では、基本計画の施策の目標と整合性をとった枠組

み、書式の中でやろうということで、そういった調整が政策経営部との間で

あって、今、こういう形で子ども・教育部としては出させていただいている

ところです。この順番が、特に力を入れるべきところからということより

も、基本計画の枠組みの流れに沿ってということで作成されているというこ

とです。 

中 川 委 員  わかりました。それはそれでよろしいんですけれども、ただ、やっぱり、

例えば14から19が核になって、いろいろなことが派生してくるんじゃないか

なと私は捉えたものですから、ちょっとそういうふうに思いました。 

近藤委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

指 導 課 長  今、中川委員おっしゃられたことは、やはりかなり重要なことだと私も思

っています。今回この改定基本計画においての施策の目標を定めるに当たっ
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ても、やはり今、中川委員おっしゃられたことを念頭に置きながら、計画を

考えているつもりでございます。 

 というのは、現行の改定基本計画は、「個性を伸ばし、生きる力を育む教

育の推進」という施策の目標だったのです。これは極めてシンプルでわかり

やすいのですけれども、今後の10年間の教育を見通したときに、何を重点的

にやっていくのかというところをより明確にする必要があるだろうというこ

とを考えました。考えたときに、やはり心の教育と、それともう一つは、資

質、能力、学力だとか、そういう子どもたちの能力を高めていくことだろう

と考えまして、今回はこの「個性を伸ばし、生きる力を育む教育の推進」を

２つに分けて、８番からの思いやり、人間関係を共に育む教育を推進してい

くということと、こっちがやっぱり核になるとは思うんですけれども、やは

り教育は人づくりですので、主体的、協働的、創造的に生きる力を身につけ

るだとか、ここはもう、重点だと私も思っていますので、その意識はしっか

り受けとめておりますので。 

中 川 委 員  わかりました。 

近藤委員長  どうぞ。 

教 育 長  事務局で予算を編成する段階でも、私もぜひ教育委員の皆さんの思いをこ

の予算編成方針の中に反映させていきたいと思って、前回、前々回といろい

ろと予算編成方針をつくるに当たってのご意見を伺って、今後この取り組み

内容のもとに、具体的な事業なり予算なりがぶら下がってきますけれども、

少なくともいただいたご意見はこの取り組み内容のどこかの中に、抽象的な

文言ですけども、入れこんで、それをもとに事業を組み立てるように、事務

局に指示をしました。委員さんの思いなりは、このどこかの項目の中で、具

体的な事業に落とせるようにする形で取り組み内容のところは作成したつも

りです。 

 改めてご意見をいただければと思います。さらに、これにぶら下がってく

る具体的な事業についても、今、事務局で具体的な積み上げをしていますの

で、ご意見をいただければ、それを今度は具体的な予算の中に落としていき

ます。今後とも何なりと、こういうところで予算立てできないかとか、事業

化できないかとかいうことがあれば、ぜひお伺いしたいと思います。 

中 川 委 員  去年のは、確かに、ここにあるのを２つに分けたということですね。 

近藤委員長  私も実は中川委員が質問をする前に、なぜ今年はこのような形になったの

かな、去年のほうが見やすいなという感覚で、多分最初の村木課長の説明を

私が聞き漏らしたんだろうな、そこをどう質問しようかなと考えていたら、

今のような質問が出て、それぞれお答えをいただいて、よく理解できまし

た。 

 私どもが多少考え方を変えていかなきゃいけない部分、受けとめを変えて

いかなければいけない部分もたくさんあるんだと思いますけれども、特に、

去年と今年から来年度のこのような形に変わっていく中で、見落としがある

とは当然思えませんけれども、そういうことに重々気をつけていく必要があ
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るんだろうなと思いつつ、話を伺っていました。ぜひよろしくお願いをした

いと思います。 

 いかがでしょうか。ほかにございますか。 

 どうぞ。 

古 川 委 員  教育長からも、今、委員からの意見をいろいろ組み込んでいただいている

というお話がありましたが、18番の区の非常勤講師の配置に関することなん

ですが、私も今までいろいろ申し上げたことを酌んでくださっていて、とて

もうれしく思っています。今までも区費での講師の方がたくさん入られてい

るのは承知しておりますが、ここに載ってきているような視点を、改めて項

目立てていただいたことはとてもうれしく思います。 

 あと、別なんですが、ちょっと不思議に思ったのが、下の19番なんですけ

れども、ＩＣＴ機器の活用をした教育の推進ですが、そこの所管課が、指導

課と九段中等になっていまして、区内の小中学校ですから、九段中等も入っ

ているんでしょうが、その所管課に指導課と中等が併記されているのは、シ

ステム的な何かがあるんでしょうか。 

近藤委員長  どうぞ。 

指 導 課 長  義務教育関係の小学校、中学校については、予算上では、指導課が予算を

持っています。九段中等教育学校のこのＩＣＴ機器、情報教育に関する予算

は、九段中等教育学校費という予算が別立てになっています。そこで、この

予算編成方針の所管課は、予算があるところを記載しておりますので、今回

は指導課と九段中等教育学校という所管を記載しておりますが、実質的に

は、その教育の内容面に関しては指導課が中心になって、九段中等教育学校

の情報教育も指導、助言したりしておりますので、あくまで予算上の所管課

という意味合いでございます。 

古 川 委 員  ありがとうございます。 

近藤委員長  よろしいでしょうか。そのほかはございますか。 

 どうぞ。 

中 川 委 員  区が独自に非常勤講師などを配置してくださるのはとってもうれしいこと

ではあるんですが、実は、昨日お茶の水幼稚園に行きましたら、お茶の水幼

稚園の先生方はほとんど非常勤なんですよね。担任も非常勤であったりとか

という状況というのはいいんだろうかと感じまして、先生の配置など、予算

上も何かできないかなと思いました。 

 それから、昨日たまたまお月見の会があったんです。年長さんがおだんご

をつくって、それをみんなでお弁当のときに分けていたんですけども、その

おだんごの材料費が区費ではなくて、ＰＴＡの費用なのか、そこは聞きそび

れたんですけども、「教材費では出せないんです。」って、山田園長がおっ

しゃっていました。そのあたりの費用はどうなっているのかなというのを教

えていただければと思います。 

近藤委員長  お願いします。 

指 導 課 長  ２点ありまして、まず１点目、お茶の水幼稚園の担任は非常勤職員が担っ



 - 10 - 

ているということですけれども、今現在、区の中では、お茶の水幼稚園を含

めて６名の方が、非常勤講師でありながら担任を担っているという先生がい

らっしゃいます。当然、正規職員と非常勤職員で身分の違いはあるのですけ

れども、当然ながら学級担任の経験のある者だとか、そういう優秀な方が非

常勤職員として担任をしているところでございます。ですので、教育、保育

の質ということから見れば、遜色はないと思っております。ただし、こうい

う状況は、私としましても、やはり何とかして是正しいていく必要性はある

だろうなと考えておりまして、その６名の非常勤職員を正規の職員が担任を

持つという方向性で、今現在は研究を進めているところでございます。 

 それと、２点目ですけれども、お月見の会のだんごにつきましては、子ど

もたちが活動する際の色紙とか画用紙とかと違って、食べるということで、

受益者負担の考え方がなされますので、小学校で言う教材費と同じで、保護

者負担が原則であるということです。幼稚園のご意見はよくわかるのですけ

れども、このような考え方をしています。 

近藤委員長  今の非常勤職員というのは、定数上の問題ですか、それとも、採用すべき

対象がいないということですか。 

指 導 課 長  定数上の問題です。 

近藤委員長  定数上の問題ですか。 

 そのほかはいかがでしょうか。いいですか。よろしいですか。 

 （な し） 

近藤委員長  特になければ、以上で本日の日程を終了したいと思います。ありがとうご

ざいました。終わります。 

 


